
第62回 朝霞市民総合体育大会
秋季ソフトボール大会 開催要項

主　　催　朝霞市　朝霞市教育委員会　朝霞市体育協会

主　　管　朝霞市ソフトボール協会

大会日程　平成29年１０月１日（日）〔一般Ｃ・女子の部〕、１１月５日（日）、１９日（日） 

　　　　　　　　〔一般Ａの部〕　予備日２６日（日）

雨天連絡　試合の可否を競技運営委員会にて午前７時に決定する。

　　　　　問合わせ先　　田 中（090- 4928- 5060）    

　　　　　（雨天等で試合が出来なかった場合 、予備日に行う。）　　　

大会会場　内間木球場、青葉台グランド、２中ソフトボール場

参加資格　○ 本会への登録は、市内在住または在勤（通学）者で、１５歳以上（代表者会議日現在）
　　　　　　 の者をもって構成する。ただし、高体連加盟のソフトボール部に選手登録をして
　　　　　　 いる者は参加出来ない。

　　　　　　 ※ 協会登録チームは、合同チーム、他チームの選手の登録が出来る。

　　　　　　 ※ 同一クラス間の選手の二重登録は出来ない。　

　　　　　　 ※ 別クラス間の選手の二重登録は出来る。
　　　　　　 （ただし同一日に試合が重なった場合はチーム・選手の判断とする）

　　　　　　※ 一般の部に女子は登録できる。但し、ルール、年令等の扱いは男子と同じとする。　　　　　

　　　　　○ 一般Ａの部に出場するチームの競技中選手の年令制限はない。

　　　　　    （一般Ｂの部は今回は無し）

　　　　　○ 一般Ｃの部に出場するチームの年令構成は、５０才以上の者とする。
　　　　　　 ただし、競技中選手の年令構成を５９才未満３名以内、他の選手は５９才以上とし
　　　　　　 選手交代の場合もこの年令構成を変えてはならない。
　　　　　　（バッテリーは５９才以上とする）
　　　　　　　５９才未満は左肩に赤いリボンをつけること。

　　　　　○ 女子の部に出場するチームの競技中選手の年令制限はない。　

　　　　　※ 赤いリボンは主催者で用意する。

参加人数　チーム編成は、監督１名、コーチ１名、スコアラー１名、選手は主将を含めて３０名
　　　　　以内とする。監督は背番号３０番、主将は１０番とする。

代表者会議　９月２３日（土）〔一般Ｃ・女子の部〕　午後７時より  コミセン集会室

　　　　　１０月２８日（土）午後７時より 〔一般Ａの部〕　体育館会議室

競技方法　１、各種別ごとのトーナメント方式とし、基本的に６チーム以内でブロック別けし、

　　　　　　　それぞれ１位、２位を表彰する。

　　　　　２、試合は、７回６０分とし、６０分を経過したら新しい回に入らない。
　　　　　　　時間経過後同点のときは、引き分けとする。

　　　　　３、引き分けの場合は、勝敗を抽選できめる。（最終回出場選手）（決勝戦含む）

　　　　　４、得点差によるコールドゲームは採用する。（４回以降７点差）
　　　　

フィールド、用具
　　　　　１、投球距離は、一般Ａの部14. 02m、一般Ｃの部13. 11m、
　　　　　　　女子の部12. 19mとし、塁間は18. 29mとする。

　　　　　２、バットはソフトボール用、ボールは３号球を使用する。試合球は主催者が用意する。

　　　　　３、ベースは固定とする。ダブルベースを採用する。

　　　　　４、選手は運動にふさわしい衣服を着用し、背番号をつける。金具、セラミック付き
　　　　　　　のスパイクの使用は禁止する。

　　　　　５、事故防止のため、捕手はヘルメット、マスク、レガース、ボディープロテクターを
　　　　　　　着用する。打者、次打者、走者及び１・３塁のベースコーチはヘルメットをかぶる
　　　　　　　こと。（両耳当て付き）

競技規則　１、打順表（主催者で用意、４枚複写）は、前試合の３回終了時に主将が審判員に提出
　　　　　　　する。（第１試合は開始３０分前）（選手名は「姓名」を記入する）

　　　　　２、ベンチは、組合せ番号の若いチームを１塁側とする。

　　　　　３、フィルディングは、５分間とし、後攻チームから行う。但し、運営の都合により
　　　　　　　時間の短縮又は中止することがある。

　　　　　４、ファウルボールは、球場内は野手が、場外はベンチサイドが処理する。

　　　　　５、上記以外は、２０１７年度オフィシャルルールによる。

審　　判　審判は、割当審判とあらかじめ決められたチームが担当する。
　　　　　（詳細は代表者会議で決定する）

会場準備　会場準備およびグランド整備等は、競技役員とあらかじめ決められたチームが担当
　　　　　する。（詳細は代表者会議で決定する）

試合開始予定時間　　　第１試合‥‥８時３０分

　　　　　　　　　　　　　　　　　第２試合以降は代表者会議で決定する。

その他　１、スポーツ傷害保険に必ず加入すること。

　　　　２、試合中の選手の傷害については主催者は応急処置の他は一切の責任を負わない。

　　　　３、試合の組合せは代表者会議で決定する。 

　　　　４、全ての会場でグランド外で用具を使用した練習は出来ない。
　　　　　　前試合終了後に自チームベンチ側、外野地域内で10～15分間の練習時間を設ける。
　　　　　　投球練習、キャッチボールに限り、前試合中のグランド内で行うことができる。
 　　　（ 前試合15分経過後、自チームベンチ側 外野ファウル地域内で１組みづつ）

　　　　５、車両は定められた場所に駐車する。（２中は校庭の校舎側駐車厳禁 ）

　　　　６、ごみ、タバコの吸殻等は、チームで処理し持ちかえる。（２中は学校敷地内全て禁煙）

― 市制施行50周年記念 ―


